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今房誼

露灘

裁判所職員総合研修所との座談会

（質問事項回答）
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裁判所職員総合研修所における研修内容について
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日本裁判所書記官協議会（以下｢日書協」という｡）では，例年3月に裁判所職員

総合研修所（以下「総研」という｡） と座談会を実施し，その概要を｢会報書記官」

に掲載しているところであるが，本年度は，新型コロナウイルス感染症の感染が拡大

している状況を踏まえて，座談会の開催を延期することとした。

しかし，総研において実施した研修の実施結果及び実施予定の研修計画は，現在の

書記官事務を取り巻く状況を把握するために有益な情報であり，書記官の関心も高

い。特に，書記官養成課程及び書記官ブラッシュアップ研修については，今後，内容

の充実に向けた見直しがそれぞれ予定されているところ， これらの見直しの概要やね

らい等の情報を得ることは意義が大きい。

そこで，総研における令和元年度研修実施結果及び令和2年度研修実施計画につい

て, ‐日書協から総研に対して書面で質問し，令和2年3月19日付けで以下の回答を得

たので, ｢会報書記官」に掲載する。
～~1

（※編集部注：なお，掲載内容は令和2年3月19日現在の情報であり，その後，一

部変更されてある｡）
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【裁判所職員総合研修所の回答】

1 令和元年度研修実施結果について

(1）裁判所書記官養成課程

令和2年3月2日 （月）をもって，第一部第16期研修生200人（このほか，特許庁
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裁判所職員総合研修所との座談会（質問事項回答）

からの受託研修生1人）及び第二部第15期研修生59人が，裁判所書記官（以下「書記

官」という｡)養成課程を全て修了しました。

総研では，書記官育成の目標として，事務の根拠を確認し，その目的を見定め，常

に合理的な事務を追求できる書記官を育てたいと考えているところです。

そこで，養成課程では；書記官として執務を行うのに必要な基盤を形成し，実践力

を養成するために，民事，刑事，家事，少年全分野にわたって基礎知識を体系的に習

得するとともに，事務の在り方を考える際の視点や思考方法， さらには書記官として

持つべき意識や姿勢を身に付けさせ，かつ，民事・刑事の立会分野を中心として，標

準類型の事件の基本的事務が遂行できるようにスキルを磨いて，任官直後の実務に備

えることを意識したカリキュラムを設定しています。具体的には，主として講義によ

る基礎知識の体系的な付与を図り，班別による討議や演習， ロールプレイ等の体験型

学習などによって，理論を実践に結び付けていく，あるいは，科目相互間のつながり

を意識した時間割を組み，知識の定着化を図る， といった取組をしています。こうし

た研修により，総研としては，現場のOJTに応え，経験を重ねていくことで，着実

に実務的な能力を伸ばしていくことができる書記官として送り出しているところで

す。

アカリキュラム等の研修実施状況について

（ｱ） 第一部第16期研修生及び第二部15期研修生については，合同で行う講義を増や

し，受動的に教官の話を聞くのではなく，研修生が相互に議論を行うパズセッ

ションを設け，主体的に考えながら講義を聴き，知識を定着させやすいようにし

ました。また，外部講師による講義のうち，幾つかのものについては，講堂を使

用するなどして，家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」という｡)養成課程研

修生と合同で実施しました。

また，第二部第16期研修生（1年生）68人については，第1期の研修が3月末

まで行われます。力'ノキユラムは，総研教官や外部講師による講義を中心として，

その他に判例研究や各種演習，模擬弁論・模擬公判等を配して，バランスのとれ

たものとなるようにしていますが，一部の力'ノキュラムについては上記と同様に

家裁調査官養成課程研修生と合同で実施しました。

（ｲ）家裁調査官養成課程との合同カリキュラムとしては， まず，年度の前半におい

て，親族相続法，戸籍法，裁判所の情報化の各種講義を実施したほか，法務省人

権擁護局職員による「障害者等への配慮」を実施し，障害者，高齢者等の社会的

な配慮を要する方に適切な対応をとるための法制度等の基礎的な知識付与を行っ

た後， 同講義で得た知識を裁判所の実務の中でどのように生かすべきか等につい

ての視点を付与するため，体験型カリキュラムとして，障害者等疑似体験や当事

者対応に関するロールプレイを行いました。
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障害者等疑似体験では，裁判所職員として，適正な司法手続を実現し，裁判を

受ける権利を実質的に保障するために，配慮を要する者の置かれた状況を正しく

理解し，具体的な状況に応じて適切な対応をとることができるよう,DVD学習

と車椅子，高齢者疑似体験グッズを用いた体験学習を行いました。また；当事者

対応に関するロールプレイでは，一般的な当事者対応のロールプレイに加え,視

・覚・聴覚障害がある者への対応場面を設定し，実際に体験グッズを使用した上で

ロールプレイを行うなどし，より深い理解につながるような学習方法を取り入れ

ました。

年度の後半においても，表記法，男女共同参画，裁判所の広報，裁判所をめく．

る諸問題,DNA鑑定,DVの現状とDV法，国際私法,被害者保護,行動経済学，

精神鑑定，統計事務等の各種講義や，大法廷首席書記官，家庭審議官，所長等の

講話を合同で行いました。また，障害者等に対する配慮については更に講義を設

け，関係機関の職員による講義等を合同で実施しました。

次に，演習科目として， 「連携協働に関する問題研究（家事)」及び「連携協働

に関する問題研究（少年)」を実施し，裁判官，書記官及び家裁調査官の三職種

で連携して事件処理に当たる重要性並びに書記官及び家裁調査官の各事務処理の

あるべき姿について理解を深めさせました。

また，少人数の班に分かれ，裁判所の組織上の課題解決をテーマとしてグルー

プ研究を行う「グループ別総合演習」を実施しました。これらの演習は，裁判所

職員として求められる総合的な事務処理能力の向上を図ることを目的とし，①裁

判所及び裁判所職員の在り方について，国民の視点を踏まえた広い視野で考える

力のかん養，②組織的に職務を遂行する能力の向上，③書記官と家裁調査官との

連携，協働の必要性を認識し，職種間の相互理解を深め，連携,協働を円滑に行

うための基盤の形成といった三つの事項に重点を置いて実施しています。このグ

ループ研究では;所属庁における執務経験，実務修習での経験・考察，養成課程

の講義，その他の文献資料等を検討素材として，国民の視点を踏まえたテーマを

選定し，そのテーマに関する問題点及び裁判所が取り組むべき課題並びにこれを

解決するための方策を検討，討議し，その解決策を提案として発表させました。

実務修習について

実務修習は，研修生に対し，実際の事件の体験を通じて，書記官としての役割を

イ

認識し，総研で学んだ知識及び技能についての理解を深めさせるとともに， これら

を実務に即応し得るものとさせ， また,実務修習終了後に総研で学ぶ科目の理解を

容易にきせて，研修の意欲を高揚させることを目的としています。令和元年度は，

令和元年7月22日 （月）から9月30日 （月）までの日程で実施しました。

また，実務修習後には，実務修習で得た知識技能を定着させ，深めさせること
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を目的として，実務修習中の事務処理上の問題点を素材とし，共同討議，講義を

行っています。

中央研修

7CA研修実務試験

令和元年度は,研修員（書記官任用試験の第2次試験合格者)57人を対象として，

令和元年6月26日 （水）から9月12日（木）までの日程で実施しました（前期研修

は6月26日 （水）から7月17日 （水）まで，実務研修は同月19日 （金）から8月21

日（水）まで，後期研修は同月23日（金）から9月12日 （木）まで)。

前期研修においては，書記官の職務の概要及び重要性を認識きせた上で，各分野

での立会事務を中心とした知識の整理及び習得を，実務研修においては， これらの

知識の定着,問題意識の醸成，後期研修への準備，意欲の向上等を，後期研修にお

いては，前期研修及び実務研修の成果を踏まえた応用能力のかん養をそれぞれ図る

内容で実施しました。

また，短期間でより大きな研修効果を上げるため，平成21年度以降，書記官事務

として共通するものについては，従来の民事,刑事,家事又は少年といった枠組み

にこだわらない講義を行うなどの工夫をしています。例えば，基本通達が共通であ

る民事及び刑事の受付事務においては，民事及び刑事の違いを意識しつつ，共通す

る部分と異なる部分が浮き彫りになるような講義を行ったり，共通する部分が多い

民事事件及び家事事件の和解条項及び調停条項については， 「調停条項等」として

一つの科目として講義を行ったりしました。証明事務並びに閲覧及び謄写事務につ

いても，各分野の共通点と相違点を示しながら，一つの科目として実施しました。

ざらに過誤防止の事例研究や，窓口対応のロールプレイの力'ノキュラムを設け，

書記官として，実務における基本的な知識心構え等の習得も図っています。

イ実務研究会

（ｱ）民事実務（訴訟）研究会（第1回）

地裁で民事事件を担当する書記官50人を対象として，令和元年6月12日 （水）

及び13日 （木）の2日間の日程で実施しました。

研究会の一部を司法研修所（以下「司研」という｡）が実施する民事通常基本

研究会1と合同で実施し，民事事件を取り巻く最近の状況に関して民事局第二課

長による説明を行った上, 「民事立会部における裁判官と書記官との協働」をテー

マに，裁判所の秘匿措置に関する書記官事務を題材として,裁判官との協働を含

む部内連携の在り方について，書記官事務の整理の考え方を踏まえた研究，討議

を行いました。これに引き続き， 「部の運営」をテーマとし，部の機能を高めて

いくための右陪席及び主任書記官の具体的役割について研究，討議を行いまし

た。

(2)
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また，総研の単独カリキュラムでは， 「部の機能の活性化」策の検討を深める

ことを目的に，先ほどの共同討議（部の運営編）の振り返りを行い，そこで得た

問題意識を自己の職場での問題意識へと目を転じさせ，現場での実践につなげる

契機としました。

(ｲ）民事実務（訴訟）研究会（第2回）

地裁で民事訴訟事件を担当する書記官50人を対象として，令和2年1月23日

（木）及び24日 （金）の2日間の日程で実施しました。

カリキュラムとしては， 「民事事件の動向と当面する諸問題について」と題す

る民事局第二課長による講義に続き， 「民事立会部における諸問題」をテーマに

期日間準備を題材として，書記官事務の整理の考え方を踏まえて，民事立会部に

おける書記官の役割について研究，討議を行いました。これに引き続き， 「民事

立会部における主任書記官の役割」をテーマに部下職員への指導，裁判官との連

携の在り方について研究，討議を行いました。

(ｳ）刑事実務研究会

地裁で刑事事件を担当する書記官50人を対象として，令和元年11月21B (木）

及び22日 （金）の2日間の日程で実施しました。

研究会の一部を司研が実施する刑事基本研究会と合同で実施し，第1回公判期

日前及び証人尋問期日前の事前準備を題材として，刑事事件における執務の質の

向上に向けた裁判官と書記官との協働について，書記官事務の整理の考え方を踏

まえた研究，討議を行いました。

また，総研の単独カリキュラムでは， 「刑事公判部における主任書記官の役割

と部下指導について」をテーマに，部内における適正な事務の遂行と執務の質の

向上のため，主任書記官が行うべき適切な部下指導の在り方について研究，討議

を行いました。

(ｴ）家事実務研究会

家事事件を担当する書記官50人及び家裁調査官50人（合計100人）を対象とし

て，令和元年11月6日 （水）から8日 （金）までの3日間（ただし，書記官につ

いては同月6日及び7日の2日間）の日程で実施しました。

研究会の一部を司研が実施する家事基本研究会及び家事専門研究会2 （面会交

流）と合同で実施し，家裁をめぐる諸問題について家庭局第二課長による説明を

行い，共同研究では， 「家事事件における家庭裁判所の機能充実に向けた職種間

連携」をテーマに，家事事件における関係職種間の情報共有の在り方，非開示希

望情報の取扱い等について，いずれも日常業務の中で取り扱うことの多い事例や

場面を題材として，書記官事務の整理の考え方や，行動科学の知見等に基づく事

実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を踏まえ，裁判官，書記官及び家
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裁判所職員総合研修所との座談会（質問事項回答）

裁調査官合同で研究，討議を行いました。このほか,DV関係者支援の専門家に

よる「DVの理解と家族支援」と題する講演を行いました。

総研の単独力'ノキュラムでは，調停委員会と書記官の連携及び協働の在り方に

ついて研究，討議を行いました。

(ｵ）少年実務研究会

少年事件を担当する書記官48人及び家裁調査官50人(合計98人）を対象として，

令和元年9月11日 （水）から13日 （金）までの3日間（ただし，書記官について

は同月11日及び12日の2日間）の日程で実施しました。

研究会の一部を司研が実施する少年基本研究会と合同で実施し,子ども家庭福

祉学の専門家による「最近の少年を取り巻く環境と支援の実情」と題する講演を

行ったほか，少年事件の現状と課題について家庭局第一課長による説明を行い，

共同研究では， 「少年審判の機能充実に向けた職種間連携」をテーマに，再非行

の防止に資する審判の質の向上に向けた職種間連携の在り方について， 日常業務

の中で取り扱うことの多い事例や場面を題材として，書記官事務の整理の考え方

や，行動科学の知見等に基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の中核的な役

割・機能を踏まえた研究，討議を行いました。

総研の単独力'ノキュラムでは，共同研究の結果を踏まえた少年部におけるある

べき書記官事務の検討と実践逃走事故防止に向けた取組等について研究，討議

を行いました。

(力）家事特別研究会

後見関係事件を担当する書記官50人を対象として，令和元年10月10日 （木）及

び11日（金）の2日間の日程で，司研の実施する家事専門研究会1 （後見） と合

同で実施しました。

研究会では，基本計画に基づく取組を進めている自治体担当者による「自治体

の取組と裁判所に求められる役割」と題する講演， 「後見事件等の運用に関する

諸問題｣､と題する家庭局第二課長による説明に引き続き， 「基本計画を踏まえた

後見人等の選任の在り方」及び「これからの報酬付与の在り方等」をテーマに，

それぞれ研究，討議を行いました。このうち報酬付与については，報酬算定方法

について先行して検討を進めている庁からの説明，班別討議及び全体討議等を経

て，家庭局第二課長による最新の情報提供と質疑応答が行われました。

なお，後見関係事件をめぐる現場の実情をみると，書記官がこれに主体的に関

与している実情があることから,上記のとおり，本研究会の対象は書記官研修員

としましたが，家裁調査官の後見関係事件における役割も重要であると考えられ

たことから，前年度に引き続き，高裁の次席書記官に加えて，高裁所在地の家裁

の次席家裁調査官等がオブザーバーとして参加しました｡
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ウ実務指導研究会（民事，刑事，家事，少年）

書記官ブラッシュアップ研修（以下「BU研」という｡）の講師を養成するため，

講師となる予定の主任書記官等（民事41人，刑事35人，家事36人，少年22人）を対

象として，民事及び刑事は令和元年5月14B (火）及び15B (水),家事及び少年

は同月16日 （木）及び17日 （金）の各2日間の日程で実施しました。

研究会では, BU研講師の役割及び書記官事務の整理の考え方等に関する総研書

記官研修部長及欲総務局第三課長による講義, BU研の共通分野で実施する共同研

究の進行のために有用な視点等に関する一般研修部教官による講義を行った後，実

際の討議の場面を念頭においた実習や意見交換を行いました（なお，冒頭の各講義

については，東京高裁，大阪高裁及び名古屋高裁に対してテレビ会議システムによ

る同時配信を試行的に実施しました｡)。

BU研の共同研究は，書記官事務の整理の考え方を踏まえ，典型的かつ基本的な

事務を題材に，根拠と目的に照らした合理的な事務の在り方等を討議させています

が，令和元年度は，前年度に引き続き，中堅書記官に期待される役割の重要性に照

らして， この合理的な事務をどのように実践していくかという点に重点を置いて討

議させることとしました。本研究会においざても,その趣旨を明確にした上で，講師

としての意識の向上とスキルアップに努めました。

なお,BU研の企画立案の中心となり，同研修の講師を指導する立場の者に，本

研究会での研究内容を熟知してもらうことが相当と考えられることから，各高裁の

民事又は刑事の次席書記官等がオブザーバーとして参加しました。

工首席書記官研究会

地家裁の首席書記官30人を対象として，令和元年9月18B(水）及び19B (木）

の2日間の日程で実施しました。

首席書記官に求められる役割や期待される行動について，総研所長及び大法廷首

席書記官による講義を実施するとともに，総務局参事官による危機管理とコンブラ

イアンスに関する基調講義を踏まえて,裁判所で生じた問題（郵便切手事案，ハン

セン病事案，障害者雇用事案）を題材として， このような問題から学ぶ教訓を今後

どのように生かすかをテーマとした共同研究や，主任書記官の悩みと，それに対す

る手当ての現状，今後取り組むべき内容など主任書記官の支援をテーマとした共同

研究を実施しました。

オ事務局長研究会

地家裁の事務局長23人を対象として，令和2年2月20日 （木）及び21日 （金）の

2日間の日程で実施しました｡

近時の裁判所を取り巻く諸情勢を踏まえグ トップマネジメントとして，裁判所組

織全体の課題について本質的な理解を深めるため，総研所長による講話，組織マネ
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ジメントと危機管理に関する講義を行ったほか,最高裁事務総局(総務局，人事局，

経理局）の担当者を交えて,裁判所に生じた問題から学ぶ教訓とその生かし方,職

員の能力向上や職員の意識・職場風土の改善等，将来を見据えて取り組むべき課題

への対処をテーマにして共同研究を行いました。

また，研究会初日の最後には，最高裁判事による講演も行われました。

力管理者読究会(組織運営）

地裁及び家裁の次席書記官，次席家裁調査官，総括主任家裁調査官及び事務局次

長60人を対象として，令和元年5月21日（火）及び23日 （木）の3日間の日程で実

施しました｡

研究会の一部を司研が実施する支部長研究会と合同で実施し，マネジメントの基

礎理論について外部講師による講義を行った後，支部運営における本庁との連携を

テーマに共同研究を行いました。 2日目以降の総研単独力'ノキュラムでは，総研所

長から， トップマネジメントに求められる役割と姿勢についての講義の後,人事局

総括参事官による，組織運営において必要な視点についての基調講義を踏まえ，研

究員が現在抱えている組織運営上の課題について，分析と具体的な解決策の検討を

行うとともに；各研究員が自らの課題等について振り返り，今後トップマネジメン

トの一員として更に力を発揮していくために必要な取組や研さんについて研究,討
議を行いました。

キ管理者研究会

新たに次席書記官，次席家裁調査官及び事務局次長等に任命された者127人を対

象として，平成31年4月15日（月）から19日 （金）までの5日間の日程で実施しま

した。 ，

幹部職員に求められる職責等に関する総研所長講話“総研一般研修部長講話や最

高裁事務総局各局課（秘書課，広報課,情報政策課，総務局，人事局，経理局）に

よる各分野の現状と課題に関する講義，危機管理に関する講義，セクシュアルハラ

スメント等の防止に関する講義，職員団体対応に関する事例研究のほか，外部講師

によるメンタルヘルス対策における職場のマネジメント，障害者等に対する配慮及

びこれからのリーダーに求められる役割と実践に関する講義を行いました。

共同研究においては，業務管理,人事管理に関する基調講義を踏まえ，超過勤務

の上限に関する措置を取り上げ，その運用に当たり幹部職員としての着眼すべき点

等について討議するとともに,幹部職員の役割。機能とそれを担うための実践及び

あい路の克服について班別で研究，討議を行いました。

ク中間管理者研修

制中間管理者研修I

本年度から裁判部と事務局の両者の中間管理職を対象として新たに実施した研
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修であり，昇任後おおむね7年未満の主任書記官若しくは主任家裁調査官，速記

（副）管理官，事務局課長補佐等の合計236人を対象として，令和元年10月，令和

2年1月及び2月の3回に分けて, いずれも4日間の日程で実施しました。

裁判部の中間管理者に求められる職責等に関する総研所長講話最高裁事務総

局各局課（秘書課，情報政策課，総務局，人事局，経理局，民事局，刑事局，家

庭局）による裁判所が当面する問題と中間管理者の課題に関する講義のほか，ハ

ンセン病を理由とする開廷場所指定問題に関する科目，職員団体対応に関する事

例研究，外部講師による職場のメンタルヘルス対策や障害者等に対する配慮に関

する講義・実習等を行った後， 自らの管理業務を他の研修員とともに振り返る科

目 （意見交換）を経て， 「職場づくり｣， 「人づくり」をテーマに共同研究を行い

ました。「職場づくり」では，部下職員が思うように動かず他部署との連携もう

まくいっていない職場の事例を題材に，チームカを向上させていくために中間管

理者が果たすべき役割や行動等について討議し， 「人づくり」では，人材育成に

関する理論についての小講義の後に, OJTが適切に行われる職場を考えるとと

もに，実際の場面で指導が難しい部下の類型を三つ挙げ，その育成方法について

討議を行いました。これらを通じ，他部署を理解し，連携しながら適切な業務が

なされ, また, 自らも含む当該部署の職員が成長していくことができる職場を
作っていくことに向けての実践につなげられるような構成としました｡

け） 中間管理者研修Ⅱ

本年度から上位の中間管理者を対象として新たに実施した研修であり，昇任後

おおむね7年以上の主任書記官若しくは主任家裁調査官，訟廷（副）管理官，事

務局課長，企画官等の合計120人（このほか，最高裁訟廷首席書記官補佐1人が

オブザーバーとして参加）を対象として,令和元年10月及び12月の2回に分けて，

いずれも3日間の日程で実施しました。

当研修の対象層に求められる職責，期待等に関する総研所長講話，大法廷首席

書記官及び事務総局審議官による裁判部及び事務局のそれぞれの観点からみた裁

判所が当面する組織課題や上位の中間管理者として求められる視点等についての

講義，職員団体対応や施策の所属への浸透に関する事例研究，外部講師による

「これからのマネジメントに求められる役割と実践」についての講義を行った後，

’ノスクマネジメント及び組織運営をテーマとする共同研究を，それぞれ総務局参

事官及び人事局総括参事官の基調講義を踏まえて行いました。 リスクマネジメン

トをテ〒マとした部分では，当事者による庁舎内での暴行事案発生時の対処を，

その後の庁全体での波及を念頭に置きながら考えさせる内容とし， また, このよ

うな事態を防止するための平素の取組として連携や情報流通について検討しまし

た。組織運営をテーマとした部分では，研修員が，実際の仕事の場面では自らの
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部署への影響が直接的ではないとして看過してしまいがちな事案を基に，全庁的

な視点を持って， より望ましい考え方や行動が取れるよう検討してもらいまし

た。

なお，当研修では，総研一般研修部長から研修の趣旨や科目相互の関連性を理

解させる講義を設けるとともに，共同研究の最後では， 自らが研修で学んだこと

を確認し，それに基づく研修後の行動をイメージさせることにより，研修全体の

理解とそれに基づく実践を強く意識させる内容としました。

ケ研修指導研究会

高裁委嘱研修及び自庁研修の指導者の養成を目的に，第1回を，課長補佐，主任

書記官等38人を対象として，令和元年6月5日 （水）から7日 （金）まで，第2回

を，各庁において研修事務に携わる課長補佐,次席家裁調査官等44人を対象として，

令和元年12月17日 （火）から19日 （木）まで，いずれも3日間の日程で実施しまし

た。

2回を通じて，組織における人材育成の意義，研修の位置付けや概要，基本的な

研修技法等について共通に取り上げるとともに，第1回は「研修講師向け」のカリ

キュラムとして，研修講師として必要な知識・スキル等のかん養を目的に，模擬講

義の実習や講義計画（レッスンプラン）作成を内容とする共同研究を行いました。

第2回は「研修企画担当者向け」のカリキュラムとして，研修の企画面での能力向

上を目的に，研修を効果的・効率的に作り上げていく一連のプロセス（研修のマネ

ジメント）を重点的に取り上げ，模擬研修力'ノキュラム作成を内容とする共同研究

を行いました。

(3)高裁委嘱研修

書記官ブラッシュアップ研修(BU研）

書記官任用資格取得後5年以上の者を対象として，令和元年7月から8月にかけ

て，各高裁において実施し，参加者（終了者）は274人でした。

BU研の共通分野の共同研究では，平成25年度から書記官事務の整理の考え方を踏

まえた討議を実施してきており， さらに，平成28年度からは， 中堅書記官に期待され

る役割の重要性に照らして，根拠と目的に照らした合理的な事務をどのように実践し

ていくかについての討議を拡充する内容としています。

I4)研究

ア書記官実務研究

東京地裁の主任書記官2人を研究員に指名し， 「商事非訟事件及び借地非訟事件

に関する書記官事務の研究」をテーマとして，平成31年4月から令和2年3月まで

の1年間で研究を行っています。

(4)
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イ合同実務研究

合|司実務研究は，異なる職種の職員が，共同して，裁判所の職種間の連携協働

に関する研究を行うことにより，実務の改善及び向上に寄与させることを目的に，

複数の職種の研究員が，所属庁において行うものです。

令和元年度は，平成30年4月の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の

一部を改正する法律の施行により，児童虐待に関する事件について家庭裁判所が関

与する場面が拡大されたことを踏まえ， 「親権制限事件及び児童福祉法28条事件の

事件処理における職種間の連携，協働について」をテーマに，大阪家裁の主任書記

官，主任家裁調査官及び家裁調査官の3人並びに青森家裁弘前支部の庶務課長兼主

任書記官，主任家裁調査官,書記官及び家裁調査官の4人を研究員に指名して,令

和元年9月から令和2年3月までの間， それぞれの庁ごとに研究を行っています。

2令和2年度研修実施計画等について

(注） 以下は，回答日 （3月19日）時点の内容であり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を
ノ

踏まえ，必ずしも計画どおりに実施されない場合があります。 ′

(1)裁判所書記官養成課程

ア養成課程研修の充実に向けた見直しについて

裁判所に係属する事件の複雑困難化等，書記官を取り巻く状況の変化に対応し，

より質の高い書記官を養成していくために，養成課程研修を見直すこととしまし

た。

具体的には， これまで3月初旬に養成課程を修了していた運用を見直し, .修了日

を3月25日頃とすることで研修日数を確保し，養成課程を更に充実したものとしま

す。また，令和3年4月以降，新たに第1期研修（第一部）や裁判事務修習（第二

部）前に予修期修習を設けることで，所属庁等で裁判実務を広く見聞する機会を与

えて養成課程への円滑な導入を図り， より効果的な研修が進められるようにする予

定です。

見直しの時期は，第一部研修生は令和3年度入所から，第二部研修生については

令和2年度入所からとし， この見直しに伴って，令和2年度入所の第二部17期生の

第1期研修の開始時期を令和2年10月16日とするとともに，その修了日を令和4年

3月25日としました。

イ養成課程研修の開始

令和2年4月6日 （月）から，第一部第17期生231人（このほか，特許庁からの

受託研修生1人）及び第二部第17期生79人の養成課程研修が開始される予定です。

ウカリキュラム等について

家裁調査官養成課程生との合同実施科目について，グループ別総合演習をはじめ
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として， これまでの実施結果を検討して，更に充実した力'ノキュラムとなるように

工夫していきます。

また，障害者，高齢者等の社会的な配慮を要する者への対応についても,引き続

き， より充実した研修となるよう工夫していきます。

工実務修習について

令和2年7月20日 （月）から9月30日 （水）までの予定です。

オ養成課程研修の目的等

養成課程では，実務での各種経験を通じて大きく成長していくための土台となる

ような基礎知識・技能(姿勢・思考方法等）を体得させるよう意識して各種授業や

演習等を行っています。

なお，法律論や実務知識のみならず，職種間の連携を図る，規律を遵守する，職

業倫理観をかん養するなど書記官ないし組織人としての資質全般も念頭において各

カリキュラムを実施しています。

このほか，書記官を取り巻く環境の変化に伴い， これまでも書記官事務の整理の

考え方を踏まえた各演習科目の新設，裁判員裁判の定着を踏まえた刑事演習科目の

新設，家事事件に関する力'ノキュラムの充実化等を図ってきており，任官後の書記

官事務の姿を見据えて，必要なカリキュラムの見直しのほか，演習や講義の実施面

においてもゥ討議や発表の機会を増やすなどして，考える力や発信する力等を伸ば

す工夫を引き続き行っていきます。

(2) 中央研修

7CA研修実務試験

前期研修を令和2年6月25日 （木）から7月15日 （水）まで，実務研修を同月17

日 （金）から8月21日（金）まで，後期研修を同月24日 （月）から9月11日（金）

までの期間で実施する予定です。

イ実務研究会

（ｱ）民事実務研究会及び刑事実務研究会

民事実務研究会については,令和2年6月10日（水）及び11B(木）の2日間，

令和3年1月21B (木）及び22日 （金）の2日間の日程で2回，刑事実務研究会

については，令和2年11月18日（水）及び19日 （木）の2日間の日程で，それぞ

れ実施する予定です。民事実務研究会（第1回）及び刑事実務研究会ではいず

れも一部の科目を司研が実施する研究会と合同で実施する予定です。

研究会のテーマについては，各庁からの意見や要望を考慮しながら検討してい

ます。

（ｲ）家事実務研究会及び少年実務研究会

家事実務研究会については，令和2年11月4日 （水）から同月6日（金）まで
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の3日間，少年実務研究会については， 同年9月9日 （水）から同月11日 （金）

までの3日間の日程で,それぞれ実施する予定です。いずれの研究会も書記官及

び家裁調査官を対象として行い，一部の科目を司研が実施する研究会と合同で実

施する予定です。

研究会のテーマについては，各庁からの意見及び要望を考慮しながら検討して

います。

（ｳ） ・家事特別研究会

家事特別研究会については,書記官を対象として,令和2年10月8日（木）及び

9日 （金）の2日間の日程で,司研が実施する研究会と合同で実施する予定です。

ウ実務指導研究会

令和元年度と同様に,各高裁におけるBU研の講師養成を目的として実施する予

定です。民事及び刑事については,令和2年5月12日（火）及び13B(水）の両日

家事及び少年については，同月14日 （木）及び同月15日 （金）の両日に，それぞれ

実施する予定です。

工首席書記官研究会

令和2年9月16日 （水）及び17日 （木）の2日間の日程で， 30人程度の人員数で

実施する予定です。

オ事務局長研究会

令和3年2月18日 （木）及び19日 （金）の2日間の日程で， 20人程度の人員数で

実施する予定です。

力管理者研究会（組織運営）

令和2年5月19日 （火）から21日 （木）までの3日間の日程で, 60人程度の人員

数で実施する予定です。

キ管理者研究会

令和2年4月13日 （月）から17日 （金）までの5日間の日程で実施する予定でし

たが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る情勢を踏まえ，実施を延期する

こととしました。

ク中間管理者研修’

第1回を令和2年10月13B (火）から16B (金）まで，第2回を令和3年1月12

日 （火）から15日 （金）まで，第3回を同年2月2日 （火）から5日 （金）まで，

それぞれ4日間の日程で，各80人程度の人員数で実施する予定です。

ケ中間管理者研修X

第1回を令和2年10月27B(火）から29B(木）まで,第2回を同年12月8日（火）

から10日 （木）まで，それぞれ3日間の日程で，各80人程度の人員数で実施する予

定です。
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．研修指導研究会

第1回を研修講師向けとして令和2年6月3日 .（水）から5日 （金）までの3日

間の日程で40人程度の人員数で，第2回を研修企画担当者向けとして，同年12月15

日 （火）から17日 （木）までの3日間の日程で50人程度の人員数で，それぞれ実施

する予定です。

(3)高裁委嘱研修

書記官ブラッシュアップ研修(BU研）

BU研はi任官後5年以上を経過した中堅書記官を対象とした書記官にとって中核

的な研修ですが，事件の複雑化等，昨今の裁判所を取り巻く諸情勢の変化に的確に対

応するためには，書記官の資質，能力を更に高めていくことが重要であると考えてお

り， これに適切に応えていくため，令和2年度から， カリキュラムを見直すことにし

ました。

見直しの基本方針としては，問題を把握し解決するための基盤となる能力及び組織

的な視点のかん養を図っていくためのカリキュラムを充実させる一方，知識付与やそ

の再確認をする色彩の強い力'ノキュラムについては， これまでも各種研修において効

果的に付与されていることを踏まえてス'ノム化し，全体として，研修の目的を達成す

るための合理的な研修力'ノキュラムとして最適化を図りました。

見直しの具体的内容としては，①民事・刑事･家事・少年の各分野における最新情

報の提供，②書記官事務の整理の考え方を再確認した上で， これに基づいて問題発

見・解決手法の理解を深める力'ノキュラム，③「組織における連携の在り方」に関す

る力'ノキュラム，④民事及び刑事について，書記官事務の整理の考え方を踏まえて問

題発見・解決の手法を討議・検討する共同研究（基礎編)，⑤担当分野別カリキュラ

ムとして，書記官事務の整理の考え方や組織的な視点，中堅書記官に求められる行動

を討議・検討する共同研究（応用編)，⑥高裁企画の共同研究などを実施することに

しました。

そして， このような力'ノキユラムを実施するために要する研修期間を5日としまし

た。

(4)研究

ア．書記官実務研究

横浜地裁及び大阪地裁の主任書記官を研究員として指名し， 「医療観察事件にお

ける書記官事務の研究」をテーマとして，令和2年4月から令和3年3月までの1

年間で研究をする予定です。 ，

イ合同実務研究

令和元年度と同様に，基本的な研究課題を示して研究員及び具体的な研究テーマ

を公募した上，研究内容，研究態勢等を検討して，相当なものを選定したいと考え

、
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ています。

S その他

(1)養成課程のカリキュラムの編成や指導等について

養成課程研修生には，研修を通じて，①実務経験を通じて成長するための土台とな

る基礎知識，②事務の根拠・目的にさかのぼって考える力と習慣に加え，③組織性の

基礎を身に付けて任官してもらいたいと考えており， これらが身に付いた書記官は，

その後の自己研さんとOJTによって着実に能力を伸ばしていくことができると考え

ています。

このためj養成課程では，民事，刑事，家事及び少年の各分野にわたって基礎的知

識を体系的に習得させるとともに，根拠・目的にさかのぼって合理的な事務の在り方

を考える視点や思考方法を身に付けさせるという観点から専門分野のカリキュラムを

策定していることは，先に述べたとおりです。

また，養成課程研修生には，任官後に，組織人として成長することも望まれます。

総研は,裁判所を取り巻く社会情勢や裁判所の組織上の課題に関心を抱き，裁判官や

家裁調査官と連携協働をすることができるよう，講義による知識付与や，各種演習を

行っています。特に；家裁調査官との連携協働に関しては，総研が裁判所書記官研修

所と家庭裁判所調査官研修所を統合して設置された経緯も踏まえ，二つの研修所に蓄

積された知見を共有すること等が重要であると考えておりi書記官養成課程研修生と

家庭裁判所調査官養成課程研修生とが合同で行う力'ノキュラムの一層の拡充を図るこ

とを検討しています。

なお，養成課程研修の充実に向けた見直しについては，既に述べたとおりです。

(2)民事裁判手続のIT化後の書記官事務について

民事訴訟手続のIT化は，従来の枠組みにとらわれることなく， より良い民事訴訟

のプラクテイス．の在り方を検討し，裁判の質の更なる向上を図る重要な契機になるべ

きものであり，現在の民事訴訟のプラクテイスの在り方は大きく変わる可能性があり

ます。その中で，書記官は，法律専門職としての能力を十分に発揮して，裁判官と適

切に連携・協働しながら裁判の質の向上に貢献していくことが期待されます。

IT化後の書記官事務の在り方を検討するには，現在の裁判手続において書記官が

果たしてきた役割や意義を書記官事務の整理の考え方に基づいて改めて検討し， これ

をIT化後の書記官が担うべき事務の議論につなげていくことが重要であると考えて

います。

このような観点から総研としては，今後,最高裁事務総局と連携を密にしつつ，各

地に設置されたPTの検討状況等を踏まえて，必要な研修を行う取組を進めていこう

と考えています。
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